
1. 高円宮杯Ｕ－１８サッカーリーグ　２０１３ ＯＦＡリーグ

2. (一社)大分県サッカー協会

3. (一社)大分県サッカー協会　Ⅱ種委員会

4. １部　　　　 （通年）　平成２５年４月６日（土）～１２月８日（日）

２部・３部　（前期）　平成２５年４月６日（土）～　８月１１日（日）

（後期）　平成２５年９月１日（日）～１２月２９日（日）

5. 大分県内各会場

6. ① (公財)日本サッカー協会に第2種登録した加盟チームもしくは準加盟チームであること。

準加盟校とは、大分高専等をいう。

② チーム移籍については、移籍手続き終了後は参加を認める。

(外国人留学生もこれに準ずる)

③ 外国人留学生の試合出場は２名以内までとする。

④ 部員不足からの合同チームを認める。

⑤ 選手証（写真貼付）は必ず持参しておくこと。　年度初めの新１年生については選手証が

発行されるまでの期間はそれに代わる証明書（コピー可）を携行すること。

⑥ 部員数の多いチームの複数チームの参加を認める。但し、３部リーグからの参入とする。

7. 大会参加チームの決定について

① １部・２部ともに１０チームとし、残りを３部Ａ・Ｂに振り分ける。

但し、Ｕ－１６国体選抜チームは１部リーグに参入させる。

② １部リーグの編成は、以下の通りとする。

（１） プリンスリーグ参入戦の大分県代表決定戦で決定した１チーム

（２） ２０１２年度の１部リーグ２位～８位の７チーム

（３） ２０１２年度の２部リーグ１位～２位の２チーム

（４） Ｕ－１６国体選抜 計１１チーム

③ ２部リーグの編成は、以下の通りとする。

（１） ２０１２年度の１部リーグ９位～１０位の２チーム

（２） ２０１２年度の２部リーグ３位～６位の４チーム

（３） ２０１２年度の３部Ａ・Ｂリーグそれぞれの１位の２チーム

（４） ２０１２年度の２部・３部入替の勝利した２チーム 計１０チーム

④ ３部リーグの編成は、以下の通りとする。

（１） ２０１２年度の２部リーグ９位～１０位の２チーム

（２） ２０１２年度の３部リーグの５位以下のチーム

（３） ２０１２年度の２部・３部入替戦の敗退した２チーム

（４） 新規参入チーム 計２４チーム
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8. 競技方法及び規定

① ２０１３年度（公財）日本サッカー協会制定の「サッカー競技規則」による。

② １部リーグは、２回戦制ホーム＆アウェイ方式により順位を決定する。

２部リーグ・３部リーグは、１回戦制の前期・後期方式により順位を決定する。

★詳細は別紙参照

③ リーグ戦順位決定の方法は

(1) 勝点[勝３点・分１点・０0点]

(2) 得失点差

(3) 総得点

(4) 当該チームの対戦結果（イ．得点　　ロ．得失点差　　ハ．総得点数）

(5) 抽選

④ 試合時間は１部リーグは８０分とし、２部・３部は７０分とする。

⑤ ３部の順位決定戦は、試合時間７０分、ＰＫ方式で決定する。

⑥ 入替戦については、試合時間８０分（１部と２部）、７０分（２部と３部）とし、引き分け以上

でリーグの上位チームを残留とする。

⑦ 各試合における登録人数は２５名とする。（試合開始７０分前に登録完了のこと。）

★全チームとも全試合メンバー表を対戦チームと会場責任者に渡すこと。

⑧ 選手の交代は、登録した最大１４名の交代要員の中から５名に限り交代できる。

但し、２部・３部については、１４名の交代可とする。

⑨ 複数参加チームは、トップチームの登録人数１１名をブロック選手とする。この１１名に

ついては、セカンドチームには出場できない。

登録は、県高校総体決勝戦ならびに、全国選手権大会県大会決勝戦終了後に、それ

ぞれ１回ずつ変更することができる。

⑩ 警告の累積を行い、２回警告を受けた選手は次の１試合の出場を停止する。

また、退場を受けた選手は次の１試合の出場を停止し、その後の処置については、

大会規律フェアープレー委員会の決定に従うものとする。

規律フェアープレー委員会のメンバーは専門委員長、大会委員長、技術委員長、

会場長とする。

また、前期の警告累積は、後期に持ち越さない。尚、別の大会にも累積されない。

但し、一発退場については近試合に持ち越される。(前期、後期関係なく適用される)

⑪ 試合中における中止・中断の決定は、実行委員長・会場責任者の判断に委ねるも

のとする。

⑫ 荒天時・その他大会運営に支障をきたす諸問題で、大会日程が変更されることもある。



9. ① ユニフォームは正・副２着のユニフォームを会場まで持参すること。

シャツの前面・ショーツの前面に番号を付けること。

② 負傷者については各チームの責任とする。チームでスポーツ障害保険等に

加入すること。

③ 要項記載事項に違反し、その他不都合な行為があった場合は、大会規律・フェア

プレー委員会、大分県サッカー協会の裁定に従うものとする。

④ 審判員については、各リーグのチームで対応すること。

⑤ ２部前期リーグ優勝チームの扱いについて

後期リーグで３位以内の場合、その優位性を持たせることとする。

（１） 後期リーグで１位の場合

１位 後期１位（前期優勝）

２位 後期２位

３位 後期３位

（２） 後期リーグで２位の場合

１位 後期１位

２位 後期２位（前期優勝）

３位 後期３位

（３） 後期リーグで３位の場合

１位 後期１位

２位 後期３位（前期優勝）

３位 後期２位

そ の 他


